
川場村ふるさと納税感謝券のご利用について 

 

この度は、川場村にあたたかい寄附をいただきまして誠にありがとうございます。ささやかではござ

いますが、寄附のお礼としまして、川場村内で商品券としてご利用いただける“川場村ふるさと納税感

謝券”をお贈りさせていただきました。感謝券のご利用にあたっては、次の注意事項をご確認いただき

ご利用くださいますようお願い申し上げます。寄附者様のご来村を心よりお待ちしております。 

【送付内容】 

川場村ふるさと納税感謝券 

【感謝券ご利用上の注意事項】 

・感謝券は下表に記載の取扱店のみでご利用いただけます。 

・ふるさと納税の返礼品（本券で交換可能なもの）は、法律により川場村の地場産品（川場村産の製品・

食事・宿泊・体験）に限られているため、詳しくは裏面をご参照ください。 

・有効期限内に限りご利用可能です。※有効期限は寄附申込日から２年間となります。 

・本券の盗難、紛失に対し、川場村はその責任を負いません。 

・本券は金銭との交換は致しておりません。 

・お釣りは出ませんのでご注意ください。 

・本券の再発行は致しません。 

・インターネットオークション等での転売は固く禁じます。 

・田園プラザ内の陶芸体験教室及び物産センターではご利用できません。 

【令和７年 10 月現在】 
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裏面 

川場村ふるさと納税感謝券で交換可能な地場産品 

ふるさと納税の返礼品は、法律の決まりによって川場村の区域内で生産（製造）された地場産品及び区

域内で提供されるサービスとのみ交換することができます。 

具体的に本券で交換可能な地場産品と交換できないものは、以下のとおりとなります。 

ご不明な点ございましたら、川場村役場むらづくり振興課までお問い合わせください。 

業 種 交換できるもの（○） 交換できないもの（×） 

飲食店 飲食代 売店でのご利用はできません 

旅 館 宿泊代・飲食代・日帰り温泉代 売店でのご利用はできません 

レジャー施設 
体験チケット（●●一日券、リフト代・レンタ

ル代・スクール代含む）、飲食代 
左記以外のもの（スキー用品など） 

物産店等 

川場村産の野菜・お米・農産加工品・乳

製品・肉製品・酒類・工芸品・菓子類、

かわたんグッズ等 

川場村産以外の製品すべて 

●●酒造 

※特記 

●●酒造が製造した日本酒及びその日本

酒に付帯するものとの組み合わせ※ 

※日本酒と酒器のセット等（日本酒の価格がセット価格

価格の７割以上を占めている場合に限る） 

左記以外のもの（酒器単品など） 

 

○交換できるもの 

・川場村の飲食店・レジャー施設で提供される食事 

・川場村の宿泊施設で提供される宿泊・食事・サービス 

・川場村のレジャー施設で提供されるサービス（スキーリフト券・釣り堀利用券等） 

・川場村の区域内で生産された野菜・お米など 

・川場村の区域内で製造された製品 

（例）ジャム・ヨーグルト・チーズ・日本酒・ビール・工芸品など 

・川場村の区域内で生産された原材料を使用し製造された製品 

 （例）川場村のお米を使用して他市の工場で作られたお菓子など 

・川場村マスコットキャラクター「かわたん」グッズ 

 

×交換できないもの 

・川場村以外で生産・製造された製品すべて（他市町村で生産・製造されたもの） 

（例）他市産のはちみつ、ペットボトルドリンク、電池、タバコなど 

・金券類 

 

 お問い合わせ先： 川場村役場 むらづくり振興課 TEL：０２７８－２５－５０７１  


